
様式第 1 号（第４条第１項関係） 

審 議 会 等 の 概 要 

審議会等の名称 古河駅東部土地区画整理審議会 

設置の根拠法令 土地区画整理法第 56条第 1項 

設 置 年 月 日 平成 10年 8月 10日 

主な審議内容 

土地区画整理審議会は、土地区画整理法で定められた重要な事項について、施行

者から提出された諮問に対して意見を述べたり、同意を与えたりすることです。

その主な事項は次のとおりです。 

 

１ 換地計画に関する事項 

２ 仮換地の指定に関する事項 

３ 減価補償金の交付に関する事項 

４ 評価員の選任に関する事項 

 

会議の開催予定 随時 

委 員 の 任 期 令和５年８月１０日～令和１０年８月９日（５年間） 

委員数 (定数 ) １５人（１５人） 

委員の職及び 

氏  名 

※敬称略 

 

会 長：山本 忠 

副会長：青木 博、根岸 左内 

委 員：尾花 茂、長浜 功、長濵 寅徳、白戸 洋一、間下 克巳、 

栁田 貞男、山鹿 真吾、㈱三和トヨペット 小池 裕之、 

㈱初見運輸倉庫 初見 勝、㈲山荘 三田 冨士雄、 

今泉 房雄、岡安 喜三男 

問 合 せ 先 

( 事 務 局 ) 

古河市役所 都市建設部 区画整理課 計画推進係 

古河市仁連 2065 ＴＥＬ 0280-76-1511（代） 

備     考 

 

 

 

 


